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臓器移植ネットワーク体系図�

［臓器移植体制］�
　従前の腎臓移植体制を見直し、平成7年度から新たに全国を一元化した腎臓移植体制（ネットワーク）が発足した。さらに、平成
9年10月に施行された「臓器の移植に関する法律」により多臓器移植が可能となり、それに対応したネットワークへと拡大を図った。
現在、臓器移植については社団法人日本臓器移植ネットワークが中心となり、統一的な基準に基づき移植を受ける患者を選択する
など、公平かつ適正な臓器のあっせんを行っている。また、普及啓発については全国の腎バンクも行っており、眼球（角膜等）の
移植については別途全国54カ所のアイバンクが普及啓発を含むあっせん業務を行っている。�
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情報提供・協力�

ドナー情報�

連絡調整� 連絡調整�

〈東日本支部〉�
○ 北 　 海 　 道 �
○ 東 　 　 　 北 �
○ 関 東 甲 信 越 �

〈中日本支部〉�
�

○ 東 海 北 陸 �

〈西日本支部〉�
○ 近 　 　 畿 �
○ 中 国 四 国 �
○ 九 州 沖 縄 �

臓器提供施設� 都道府県コーディネーター�

（47都道府県）�

移植実施施設�

社団法人　日本臓器移植ネットワーク�

○あっせん対策本部�

○医療本部�

○コーディネーター部�

※　献眼登録・眼球あっせん�

※　献腎登録�

※　NWの委嘱を受けて�
あっせん行為を行う�

アイバンク�
（54バンク）�

腎バンク�

検査依頼・結果報告　※レシピエント血清保存�

移植検査センター�

ドナー検査・クロス�
マッチ検査依頼�

報告・連絡�
・相談� 連絡・指示�

レシピエント選択�

レシピエント登録�
　　　登録料　3万円�
　　　更新料　5千円／年�

概　　要

臓器移植及び造血幹細胞移植

［造血幹細胞移植体制］�
　骨髄移植については、財団法人骨髄移植推進財団を中心に普及啓発業務や骨髄提供者の募集・登録業務及び骨髄提供希望者と移
植を希望する患者の間の連絡調整業務などを実施している。�
　さい帯血移植については、全国11のさい帯血バンクにおいて、さい帯血の採取・分離・保存を行っている。保存されたさい帯血
のデータは、さい帯血バンクネットワークのホームページ上で公開されており、患者の主治医からの申込に応じて、各さい帯血バ
ンクがさい帯血を供給している。�

骨髄移植推進財団�

日本赤十字社�

さい帯血バンクネットワーク�

非血縁者間骨髄移植1件あたり�
平均患者負担額（ドナー4人検査の場合）　24.9万�
医療費　採取：16.6万、移植47.6万�

骨髄移植実施施設　　　147施設�
採取施設　　　　　　　149施設�
さい帯血移植実施施設　179施設�

さい帯血移植1件あたり�
医療費36.9万　　　　　�

造血幹細胞移植�
適応患者（推計）�
約2,200人�
�

登録窓口�
（献血ルーム等）　101カ所�
検査業務、データ管理�
（骨髄データセンター）　43カ所�

職員数　2人（日赤から派遣）�
公開さい帯血数　　27,497個�
（H19.6月末現在）�
年間移植実施数（H18年度）　728人   

年間出生数（H17）�
106万2千人�

提供�

採取施設　102施設�

登録�

 地方公共団体（保健所）�

登録�

登録�
ドナー�

コーディ�
ネーション�

検索�

検索�

基本財産　6億6,100万円�
職員数　72人�
コーディネーター数（H19.4月末）�
　医師：808人、コーディネーター：126人�
平成19年度予算　　　14億1,000万円�
レシピエント登録者（H19.6月末）2,324人�
ドナー登録者（H19.6月末） �
　　約28.3万人（目標30万人）�
年間移植実施数（H18年度）963人   

補助金�
（あっせん業務関係事業費、�
あっせん事業体制整備費、�
普及啓発事業費、あっせん�
事業体制整備費等）�

457,398千円�

地方交付税�
（受付・検体採取）�

補助金（HLA検査料等）�
（41,000人分）�

709,885千円�

補助金�
（保存管理業務費・情報管理経費等）�

630,015千円�

レシピエント�

ドナー�

さい帯血�

厚　生　労　働　省（総予算　補助金　1,797,298千円）�
※　補助金については平成19年度予算ベース�

造血幹細胞移植実施体制�
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うち脳死下�

移植実施件数�
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資料：（社）日本臓器移植ネットワーク、財団法人日本アイバンク協会調べ�
（注）1．臓器提供者、移植実施件数は、平成9年10月16日（臓器移植法施行の日）から平成19年6月30日（眼球（角膜）については

平成19年4月30日）までの累計、移植待機患者数は平成19年6月30日（眼球（角膜）については平成19年5月31日）現在数で
ある。 �

　　2．臓器移植法に基づく脳死判定事例は、同法の施行後平成19年6月30日までに全国で57例行われている。なお、第8例目につ
いては、法的脳死判定が行われ法的に脳死と判定されたが、医学的理由により臓器の摘出が行われなかったため、臓器提
供者数には含まれていない。�

臓器移植の累計件数�

平成 4 年度�
平成 5 年度�
平成 6 年度�
平成 7 年度�
平成 8 年度�
平成 9 年度�
平成10年度�
平成11年度�
平成12年度�
平成13年度�
平成14年度�
平成15年度�
平成16年度�
平成17年度�
平成18年度�
累　計�

19,829�
46,224�
62,482�
71,174�
81,922�
94,822�
114,354�
127,556�
135,873�
152,339�
168,413�
186,153�
204,710�
242,858�
276,847�

－�

－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�
－�

4,343�
8,384�
13,431�
18,424�
21,335�
24,309�
26,816�

－�

8�
112�
231�
358�
363�
405�
482�
588�
716�
749�
739�
737�
851�
908�
963�
8,210

－�
－�
－�
－�

（1）�
（20）�
（78）�
（116）�
（178）�
（231）�
（310）�
（739）�
（679）�
（689）�
（772）�
（3,813）�

�
�
�
�
1�
19�
77�
114�
169�
220�
296�
693�
676�
655�
728�
3,648

ドナー（提供者）� 移植件数�
骨髄提供登録者数� さい帯血公開個数� 骨髄� さい帯血�

※平成8～10年度のさい帯血関係データはさい帯血バンクネットワーク設立前に各バンクが扱った数。�
※さい帯血移植者数の（　）は、バンクからの提供数。�
資料：財団法人骨髄移植推進財団、日本さい帯血バンクネットワーク調べ。�

造血幹細胞移植の実施件数の推移�詳細データ ②

詳細データ ①




